
徳島県立総合看護学校運営委員会規程

（設置）

第１条 徳島県立総合看護学校学則第２５条に基づき，本校の管理運営に係

る重要事項について関係者の意見を聴し，円滑な学校運営を図るため，学

校運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（構成）

第２条 委員会は，次の者をもって構成する。

委員長 １名

副委員長 １名

委員 ５名程度

２ 委員長は学校長とする。

３ 副委員長は委員長が指名し，委員長を補佐する。

４ 委員は，委員長が委嘱又は指名する者をもって充てる。

（協議事項）

第３条 委員会は，次の事項について協議する。

（１） 教育方針に関する重要事項

（２） 教育課程・教育活動に関する重要事項

（３） 学生の入学・卒業に関する重要事項

（４） 学校評価に関する事項

（５） その他学校運営に関する重要事項

（会議）

第４条 委員長は，会務を総括する。

（１） 委員会は委員長が必要と認めた場合及び委員より要望があった場合，

委員長が招集する。

（２） 委員長は，必要に応じ，委員以外の者を出席させることができる。

附 則

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，令和２年３月１日から施行する。


